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税務情報 

国税庁 ― 新型コロナウイルス感染症に関する FAQ の更新（申告・納付期限の個

別延長関係） 

国税庁は 4 月 6 日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関する FAQ」を更新しました。 

この FAQ は、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱いを Q&A 形式で

網羅的に解説するもので、2020 年 3 月 25 日に公表されて以来たびたび更新されて

います。 

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響により延長された申告所得税等の申告・

納付期限（2021 年 4 月 15 日）までに申告・納付等を行うことができない場合におけ

る申告・納付期限の個別延長について、たとえば以下の設問が追加されています。 

 2 申告・納付等の期限の個別延長関係 

問 1-3. 簡易な方法による個別延長 

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税について、昨年は新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大の状況に鑑み、延長された申告・納付期限（2020年4月16日）

後であっても、申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申

請」と付記する等の極めて簡易な方法（以下、「簡易な方法」）により、申告・納付期限

の個別延長が認められていましたが（*）、2021 年 4 月 16 日以降は、簡易な方法によ

る申告・納付期限の個別延長は認められないことが示されました。 

（*） この内容は、e-Tax News No.190「国税庁 - 『確定申告期限の柔軟な取扱いに

ついて』の公表」（2020 年 4 月 6 日発行）にてお知らせしております。 

この設問では、「2021 年 4 月 16 日以降に個別延長を申請する場合に、申告書の余

白等に所定の文言を記載する方法での申請はできないのか」という問に対し、以下

の回答がなされています。 

 申告期限が延長された後においてもなお、新型コロナウイルス感染症の影響に

より期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある場合

には、申請により個別指定による期限延長が認められる。 

 

 

No.228   8 April 2021 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/04/e-taxnews-20200406.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/04/e-taxnews-20200406.html


 

 

KPMG Japan e-Tax News   2 

 そのような場合には、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない

理由を具体的に確認する必要があるため、個々の状況を記載する欄がある「災

害による申告、納付等の期限延長申請書」（PDF 261.9KB）を作成・提出する必

要がある。 

なお、上記の設問の追加に伴い、「問 1-5. 申告所得税等以外の税目の個別延長」

（旧問 1-3）や「問 2-2. 法人税又は消費税の中間申告期限の個別延長について」等

も更新されています。 

《参考》 

国税庁のウェブサイトに掲載されている以下の 3 つの資料も更新され、前版に掲載

されていた、簡易な方法による申告・納付期限の個別延長の方法を申告書等のイメ

ージを用いて解説するページが削除されました。現在は、「災害による申告、納付等

の期限延長申請書」（PDF 261.9KB）の記載方法のみが掲載されています。 

 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定に

よる期限延長手続の具体的な方法（PDF 376.0KB） 

 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の

納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法（PDF 413.0KB） 

 相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続の具体的な方法

（PDF 367.0KB） 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている
状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努め
ておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではあり
ません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショ
ナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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